
資料２

事　業　名　：　１．白井市シティプロモーション基本方針策定事業                             

平均

◎ 100点 ◎ 75点 ◎ 102点 ◎ 78点 ◎ 79点 ◎ 98点 ◎ 93点 ◎ 91点 ◎ 99点 90.6

評価

評価項目 配点 実施状況 評点 コメント 評点 コメント 評点 コメント 評点 コメント 評点 コメント 評点 コメント 評点 コメント 評点 コメント 評点 コメント

実施した市民
参加の数 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15.0

選択した市民
参加の手法 5 5 4 3 3 4 4 5 5 4 4.1

意見の取り扱い・
公開方法 5 5 3 5 3 3 4 5 5 3 4.0

市民参加の取り
組み・積極性 5 5 4 5 2 3 5 5 4 3 4.0

基準 基準 基準 基準 基準 基準 基準 基準 基準 基準 基準

10 10 9 10 10 9 10 10 10 10 9.8

水準 水準 水準 水準 水準 水準 水準 水準 水準 水準 水準

10 10 7 10 7 7 9 7 8 10 8.3

合計 合計 合計 合計 合計 合計 合計 合計 合計 合計 合計

20 20 16 20 17 16 19 17 18 20 18.1

基準 基準 基準 基準 基準 基準 基準 基準 基準 基準 基準

10 9 6 8 8 6 8 10 10 10 8.3

水準 水準 水準 水準 水準 水準 水準 水準 水準 水準 水準

10 9 5 8 8 5 6 5 8 10 7.1

合計 合計 合計 合計 合計 合計 合計 合計 合計 合計 合計

20 18 11 16 16 11 14 15 18 20 15.4

基準 基準 基準 基準 基準 基準 基準 基準 基準 基準 基準

10 9 7 10 8 7 10 9 9 8 8.6

水準 水準 水準 水準 水準 水準 水準 水準 水準 水準 水準

10 8 4 10 5 6 9 5 8 8 7.0

合計 合計 合計 合計 合計 合計 合計 合計 合計 合計 合計

20 17 11 20 13 13 19 14 17 16 15.6

基準 基準 基準 基準 基準 基準 基準 基準 基準 基準 基準

10 6 4 8 4 6 8 8 4 8 6.2

水準 水準 水準 水準 水準 水準 水準 水準 水準 水準 水準

10 9 7 10 5 8 10 9 5 10 8.1

合計 合計 合計 合計 合計 合計 合計 合計 合計 合計 合計

20 15 11 18 9 14 18 17 9 18 14.3

ワークショッ
プ

1.H28.5.21～9.10 シティプロモーション市民座談会を開催
(全3回)
　保健福祉センターで土日に非公開で開催
2.出席者へ資料を配布
3.参加者は１５～４９歳の市民に限定
4.広報しろい(H28.4.15)、市HP、情報公開コーナー、
担当課窓口、対象者が集まる場所でチラシ配布にて事前周
知
5.開催記録は要点訳を公表
　情報公開コーナー、市HP、図書館、担当課窓口で公表
提出された意見はアイディアをいただくことを目的としている
ため取り扱いは未公表

参加者の資格は
限定する必要が
ないのではない
か。

１． 事前周知がされていない
２． インターネットアンケートは無作為抽出ではな
い。
４．市民アンケートの回収率が低い（３０％未満）
５　・公表は広報しろいも必要ではないか。
・無作為抽出の市民アンケートとそうでない高校生ア
ンケートを合算している（。無作為抽出した意味がな
い。）
　あくまで、別々に分析するべき。
　・ＨＰでアンケート結果をみるとＨ２６年の住民意識
調査が参考として対比されている。６０歳以上者が４
割以上をしめる住民意識調査とは単純に比較できな
い。
　・インターネットアンケートが公表されていない

高校生アンケート
は結果も返すとよ
り市政に関心をも
たれると思う。
市民アンケートの
回収率は低い、む
しろインターネット
を使った方が回収
率が良い（若い人
対象の方法はこ
ちらのほうが良
い）

・市民、学生を対象としたアン
ケートは概ね妥当と思われる。
・この事業の目的として白井市
(イメージ・ブランド)を周辺市町村
に在住の方々にも知ってもらうこ
とにあるのであれば、市外の
方々を対象にアンケートを行い、
白井市に対するイメージを把握し
てことは有意義であった。
・インターネットリサーチ会社を用
いたことは適切であったと思う。

１． 保健福祉センター以外でも行えなかったか
フォト審査の１回を除くと実施２回。
４．図書館で事前周知なし。各センターでも周知する
べき。
５．ワークショップ終了後の、他の方法により意見反
映の場は？
　　「広報しろい」などより多くの手段での公表が必要
では
　　公表の日？

チラシ配布は新し
い手法
公表場所は担当
課窓口はあまり意
味がないと思う、
むしろ市民の目に
つきやすい１Ｆ入
り口付近に掲示
板があると良い
（いつ公表された
のか？）

・開催ごとに意見を求めるべき事
項(テーマ）きめて実施しているこ
とは良い。
・ワークショップを非公開としてい
るが、毎回のテーマを見てみると
公開してもアイデアは出そうであ
る。また、特段秘匿性を重視する
ワークショップとも思えない。

１．募集期間が１４日間と短かい.より長期間が必要
２．概要版がない
５．原文のまま公表されているだけ
　　回答者　２人で８件と少ない
　　資料提供した各センターで公表がない

素早い結果公表
で意見を出した人
も注目できる。

・事前の通知、資料の提供、結
果の公表とその取扱いに工夫が
みられる。

アンケート
調査実施

（市民アンケート）
H28.2.15～3.15　アンケート調査を実施
1.事前周知は無し
2.対象者への郵便で調査(30日間)
3.市内全域の１５～４９歳の市民を対象に実施
4.3,000件発送、883件回収(回収率29.4％)
5.H28.6.17 アンケート結果を情報公開コーナー、市HP、図書館、担当課
窓口で公表

（高校生アンケート）
H28.2.25～H28.3.15　アンケート調査を実施
1.事前周知は無し
2.白井高校教師から生徒へ直接配布・回収（18日間）
3.白井高校の生徒１・２年生
4.480件発送、432件回収（回収率90％）
5.H28.6.17 アンケート結果を情報公開コーナー、市HP、図書館、担当課
窓口で公表

（市民・市外住民アンケート）
H28.7.8～H28.7.10　アンケート調査を実施
1.事前周知は無し
2.市民・市外住民へインターネットリサーチ会社からアンケートを実施（3
日間）
3.市内全域の１５～４９歳の市民を対象に実施
4.100件発送、100件回収（回収率100％）
5.H28.9.14 　アンケート結果を情報公開コーナー、市HP、図書館、担当
課窓口で公表

事前の周知を行
う。

調査対象４９歳は
若いのではないか
高校生と市街住民
アンケートの回収率
がすこぶる高い

パブリックコ
メント
(意見公募)
募集

1.H28.12.1～12.14　パブリックコメント募集(14日間)
郵便、FAX、メール、各センター回収箱、担当課窓口で受付
2.素案、目的・案内、意見書を提供
3.担当課窓口、市HP、情報公開コーナー、各センター、
　図書館で資料提供
4.広報しろい(H28.12.1)、市HP、情報公開コーナー、各セン
ター、図書館、担当課窓口で事前周知
5.2人から8件の意見
 H28.12.27　情報公開コーナー、市HP、図書館、担当課窓口
で結果について公表

パブリックコメント２
人からとは少ない
シティプロモーショ
ンというネーミング
が分かりにくかった
のではないか

若い人の意見を求める
なら若い人が使うツー
ルを利用したほうが良
い。

・事業の性格を考えると、審議会を設け
ていないのは理解できる。
・アンケートの対象者を１５歳～４９歳に
限定する必要はなかったのではない
か、調査対象を全世代とし、統計処理
で年齢区分の傾向を把握する方法も
あったのではないか。高齢者も白井市
を終の棲家と考えている者が多い。「プ
ロモーション」には関心が高い。
・広報しろいでも公表してもらいたかっ
た。このような事業を行っていることを
広く市民に知らせる良い媒体であり、良
い機会であったと思う。市民に白井市
に対するイメージアップにつながったと
思う。

事業の性格から、審議会の未設置は理解
でき、その代わりパブリックコメント、充実
したアンケートの実施（対象別に３回プラ
ス職員）、ワークショップなどと適切な市民
参加手法が採用され積極的に評価でき
る。
　ただし、ワークショップは非公開にする
必要はあったか疑問。
　市民参加評価の対象外ではあるが、魅
力の発信が中心になるのは理解できる
が、魅力を削いでいる部分の克服・改善も
魅力の向上につながると思うがどうだろう
か（交通アクセス良いが激高運賃、放射
能汚染、目隠し用ヤードが多いなど）

ワークショップを土日開催と
ありますが、３回共土曜日
開催ですが、理由あっての
開催日決めでしたか？
第３回目の参加人数が少
ない事も出来れば理由を
知りたい。

H28.2.15～3.15　市民アンケートの実施
H28.2.15～8.22　フォトコンテスト（その他の手法）の実施
H28.2.25～3.15　高校生アンケートの実施
H28.7.8 ～7.10  市民・市外住民アンケート調査を実施
H28.12.1～12.14 パブリックコメントの募集

第五次総合計画に基
づく若い世代に向けた
シティプロモーション基
本方針の策定は重要
な施策の一つである。
対象となる世代の意
見はもちろんのこと、
多くの市民の理解を得
ながら策定する必要
がある。

若い世代をターゲットに
白井を魅力ある町として
広報しようとする手法は
評価できる。市民参加を
せっきょぅ的に取り込ん
だ事業であると思われ
る。
ただし、高齢化の進みつ
つあるこの時勢に４９歳
までのアンケートは若干
視野が狭くなるのではな
いか。

地域再生や街おこしな
どを研究している専門
家などが参加する場
づくりが必要と思われ
る。
また、ワークショップは
働く市民の参加を可能
するため、休日だけで
なく夜間の開催も必要
である。

アンケート調査については、事
前周知がないのが残念であっ
たが、高校生と15～49歳の無
作為の両者に行ったことは評
価できる。ワークショップについ
ては、事前周知に図書館が含
まれておらず、参加者も少ない
ことから、市民目線の事前周知
と開催場所の選定が必要であ
ると思われる。フォトコンテスト
の企画自体は良いと思うが、参
加者が少ないので、事前周知
や今後のためにも結果の公表
を行うことが必要である。

アンケートは事前周知がされておらず、特に市民アンケー
トは３０００件も発送されながら、回収率が低く、回収件数
も少ない。
・無作為抽出の市民アンケートと、そうでない白井高校生
アンケートの回収件数を合算してしまっている。（その結
果２０歳未満の回答数の６割以上は同高生が占める。）
パブコメも期間が短く、概要版もなく、回答者は２人だ
け。。基本方針策定のための方策を市民に求めるには
もっと工夫が必要だったのではないか。タウンミーティング
の参加人数は評価できるが、開催を各地区で実施すれば
より多くの声を聴けたはず。開催回数も３回のうちフォトコ
ンテストの審査の１回を除くと２回と少ない。
基本方針策定のための市民の意向を探るためには、もっ
と工夫が必要だったのではないか

総合評価点

委　員　氏　名

その他の方
法

1.H28.2.15～8.22　フォトコンテストin白井を実施 対象写真を
募集
   H28.9.10　     第３回ワークショップにて投票を実施
2.市民
3. 応募資格、応募テーマ、募集期間、応募要件、賞品等を市
民へ事前周知
　広報しろい（H28.2.15）、市HP、情報公開コーナー、各セン
ター、担当課窓口で広報
4.入賞作品を含め、応募作品を庁舎内に展示したため会議
録等の公表は無し
5. 白井市の魅力を再発見するとともに市の情報発信に活用
するための写真を募集し、選定した。
   シティプロモーション市民座談会の参加者で投票を行い、
最優秀賞１作品、優秀賞３作品、入選５作品を選定した。

結果公表は広く
行う。

どれくらいの応募が
あったのか、記載な
い。

３． 図書館での事前周知なし
４． 情報公開コーナー、ＨＰ、図書館で公表されてい
ない
（入賞者氏名と作品の縮小写真程度は公表すべき）
５．半年かけて募集したのに、応募１４名は少ないの
では。
入選作の展示が市庁舎のみ。各地区センターで巡
回展示してもよかったのではないか
　・フォトコンテストが基本方針の策定にどう寄与した
のか不明

写真の選定は展
示の時に投票す
るとより多くの意
見が反映された
のに残念

・フォトコンテストの実施は、市民
に白井市の魅力をビジュアルで
提供し市民に対するＰＲとなると
ともに、行政側もコンテストを通じ
て市民が何に“魅力と感じる”か
その傾向を把握する手掛かりと
なって手法としてよかったと思う。



資料２

事　業　名　：　２．白井市公共施設総合管理計画策定事業                             

平均

○ 68点 ○ 56点 ◎ 86点 ○ 59点 ○ 60点 ○ 60点 ○ 59点 ◎ 75点 ○ 71点 66.0

評価

評価項目 配点 実施状況 評点 コメント 評点 コメント 評点 コメント 評点 コメント 評点 コメント 評点 コメント 評点 コメント 評点 コメント 評点 コメント

実施した市民
参加の数 15 15 15 15 15 15 15 10 15 15 14.4

選択した市民
参加の手法 5 4 2 5 3 3 2 3 4 4 3.3

意見の取り扱い・
公開方法 5 4 3 5 2 3 3 5 5 4 3.8

市民参加の取り
組み・積極性 5 4 2 5 2 3 2 5 4 4 3.4

基準 基準 基準 基準 基準 基準 基準 基準 基準 基準 基準

10 5 7 10 7 7 5 5 7 5 6.4

水準 水準 水準 水準 水準 水準 水準 水準 水準 水準 水準

10 5 6 10 3 3 6 3 6 5 5.2

合計 合計 合計 合計 合計 合計 合計 合計 合計 合計 合計

20 10 13 20 10 10 11 8 13 10 11.7

基準 基準 基準 基準 基準 基準 基準 基準 基準 基準 基準

10 8 5 8 8 8 8 10 10 10 8.3

水準 水準 水準 水準 水準 水準 水準 水準 水準 水準 水準

10 7 5 8 6 5 6 6 9 10 6.9

合計 合計 合計 合計 合計 合計 合計 合計 合計 合計 合計

20 15 10 16 14 13 14 16 19 20 15.2

基準 基準 基準 基準 基準 基準 基準 基準 基準 基準 基準

10 8 6 10 8 7 8 8 8 7 7.8

水準 水準 水準 水準 水準 水準 水準 水準 水準 水準 水準

10 8 5 10 5 6 5 4 7 7 6.3

合計 合計 合計 合計 合計 合計 合計 合計 合計 合計 合計

20 16 11 20 13 13 13 12 15 14 14.1

総合評価点

委　員　氏　名

受益者として審議会に
入ることも必要なので
はないか。
市民への周知も条例基
準以下である。

・専門家だけの有識者会議は、市民参加の手
法とは言い難い。
・「白井市行政経営指針策定会議」と委員、開
催日時、出席者、審議内容が重複しているの
ではないか。
・上記会議の委員は、行財政の運営に企業経
営的な面から考察する手法に長けた専門家で
あると思われるが、施設・設備の特性、メンテ
ナンスの効果的効率的維持管理の手法、将
来の保全維持管理技術の進歩・技術革新等
に精通している者であるとは言い難いのでは
ないか、むしろ市内には上記委員以上に造詣
の深い者も居ると思う。その意味で公募委員
を含めた会議を設置するべきであったと思う。

審議会は、公募委員のいない有識
者５名によるもの（経営指針作成と併
任）で、本計画は全１２回の会議中で
３回。平日の夜間開催で、傍聴は４０
人と多く、パブリックコメントも２週間
という短い期間ながらもアクセスは７
６件、意見も４人から１３件寄せら
れ、うち６件もの意見が採用され、案
の修正が図られるなど、市民参加の
実が上がっている。
アンケートは公表まで３ヶ月以上か
かっており、やや遅い感がある。

専門性が高いとは謂え
ども公募委員の参加も
望ましいのでは、と思い
ます。

H27.9.8～H30.9 白井市行政経営有識者会議の設置
H28.5.10～5.27　アンケート調査の実施
H29.2.15～2.28 パブリックコメントの実施

第５次総合計画の「行政
経営指針」により、今後の
財政を踏まえた総合管理
計画の策定は重要であ
る。
未来の社会・経済状況を
踏まえ利用する多くの市
民の意見を反映しつつ策
定する必要がある。

専門家の視点で議論
する理由で公募委員
は０名であるが、毎回
審議会議での傍聴者
が多い。市民の関心
が高いのではないか。
資格or経験等の条件
付きで公募してもよい
と思う。

建築や土木といった
専門性を必要とする
審議会のため、公募
委員の募集はしな
かったと思われる
が、市内の事業所
関係者などは委員
に選出されているの
か。

白井市行政経営有識者
会議には、名称の通り公
募はいない、例えば市民
の中でその専門的な知識
のありそうな方を入れる等
も踏まえて、市民参加の
手法に入るのかも含めて
検討する必要があるので
はないか。審議会とパブ
リックコメントの事前周知
に図書館が含まれていな
い。３点セットの必須義務
を取り入れてほしい。

公募委員がおらず、パブコメも４人
からの意見のみ。アンケートが実施
はされているが、現役世代の回答が
少ない。「広報しろい」などによる事
前周知が不足だったのではないか。
審議会の傍聴者は各回１０名以上と
市民の関心は高い。アンケートの自
由回答欄にも４０名以上の記載があ
る。意見交換会・タウンミーティング
など、直接市民からの意見聴取の
機会を設けるべきだったと考える。
策定された総合管理計画に、子供
向けの「マンガ概要版」まであるの
は評価したいが、むしろ「大人向け
の概要版」の方が優先順位は先。

審議会の
開催

　公募委員募集はなし
　理由：専門家の視点で議論をするため
1.委員5名のうち市民公募委員はなし
2.市民公募無しのため、応募数無し
　委員の男女比は男性4名、女性1名
3.会議は3回開催(平日夜)、全て公開で実施
4.会議は市HP、情報公開コーナーで事前周知
5.会議録は逐語訳を情報公開コーナー、市HP、図書館、担当課
窓口で公開

公募枠を設ける（傍
聴者もない！）

パブリック
コメント(意
見公募)募
集

1.H29.2.15～2.28　パブリックコメント募集(14日間)
　郵便、FAX、メール、各センター回収箱、担当課窓口で受付
2.素案、概要、目的・案内、意見書を提供
3.担当課窓口、市HP、情報公開コーナー、各センター、図書館
で資料提供
4.広報しろい(H29.2.15)、市HP、情報公開コーナーで事前周知
5.4人から13件の意見
 H29.3.　市HPで結果について公表

結果公表は広く行う。

５． ３回の会議のうち２回は夜
間に行われている。
６． 図書館で事前周知がされ
ていない
７． 公表については条例基準
どおり
1．公募枠をを設けない理由に
ついて明確な説明が欲しい

４．図書館でも周
知してほしい
傍聴者も多く市民
の関心は高い

・女性の委員が少ないのは、学識経験者
による組織でありやむを得ない。
・施設、設備等の維持管理を企業経営的
側面に限定して検討すると云うのであれ
ば、財政逼迫の白井市にとって有意義な
ことかも知れないが、インフラを総合的管
理と云うことであれば、経済性、効率性だ
けの視点では見落とされ、日常生活に重
要な施設、設備のメンテナンスがおろそ
かになり、支障が生ずるような事態も生じ
かねないのではないか。
・有識者の枠を広げ技術者も委員に加え
ても良かったのではないか。
・事前通知に図書館が入っていない。

１．「重要かつ特に市民の声を
反映させる必要ある事業」
であり、長いパブコメ期間が必
要。
２、提供資料に検討結果の公
表時期なし
４、図書館で事前周知がされて
いない
５、情報公開コーナー、図書館
での公表がない
　　募集資料公開場所で公表さ
れず→各センター
　

５．情報コーナー、
図書館でも公表し
てほしい

・HPへのアクセスが７６件と多く、市民の
関心が高い。
・結果の公表がHPだけでは公表効果が
低い。情報コーナー、図書館にも置くと良
かった。

１．広報しろい、図書館で周知
されていない
４．発送件数、回収件数が少な
いのでは？
身近な問題だけに周知されて
いれば回収件数も
増えたのではないか。
　　「市民アンケート調査書」に
よれば、アンケートの回答率か
らの精度4.6%。5％以内が望ま
しいということだがギリギリとい
うことか？
５．情報公開コーナー、図書館
で公表されていない
　　広報しろいでも公表するべ
きでは（市民に直結する課題）

情報コーナー、広
報しろい、図書館
でも周知公表を
５．結果発表はな
るべく早いほうが
良い

・アンケートの対象を無作為抽出としてい
る。事前通知がHPのみであったが妥当で
ある。
・回収率が37.3%と低いが、無作為抽出で
行ったアンケートであり止むを得ないと思
う。

アンケート
調査の実
施

　H28.5.10～5.27　市民アンケート調査を実施
1.市HPで事前周知
2.個別郵送で調査(18日間)
3.市内全域18歳以上の市民1,000人を無作為抽出し実施
4.計1,000件、373件回収(回収率37.3%)
5.H28.9.5 アンケート結果を市HP及び内容を計画内で公表

結果公表は広く行う。 もう少し高い年齢
層を的にしたほう
が回収率が上
がったのではな
いか。



資料２

事　業　名　：　３．白井市行政経営指針策定事業                             

評価

評価項目 実施状況

総合評価

委　員　氏　名

コメント コメント コメントコメント コメント

審議会は２の事業との併任だが、
本来的な任務はこの経営指針策
定事業。
関心が高く審議会の傍聴は２２９人
にのぼる中、なぜパブリックコメント
その他の市民参加手法を採用しな
かったのか。専門家委員への遠
慮、忖度か。
また、重要な行政運営の指針とし
て位置づけと思われるが（策定後
に大規模なシンポ開催など）、この
指針の位置づけが不明。議会への
報告や政策会議にはからないな
ど。
評価の対象外だが、指針の内容に
は参加した専門家の意見が色濃く
反映されているなど（補完性の原
理の強調など）違和感も否めない
ので、市民の意見はきくべきだった
のでは。

H27.9～H30.9 白井市行政経営有識者会議の設置

第５次総合計画の行
財政分野の基本とな
る行政経営指針の策
定は最も重要なもの
である。
専門家の意見はもと
より、納税者である
市民の理解も十分に
得つつ、また、市民
の意見を反映する必
要がある。

現時点で市民参加を
行っていないことは
致し方なし。
今後具体的に実施し
ていく計画には市民
参加の予定ありの記
載があるのでそれに
期待する。

市民である公認会計
士、財務・会計などを
担当した元行政職員
など募集条件をつけ
れば市民の参加は得
られるのではないか。
また、会議録を公開
するだけでなく、市民
説明会などを開催す
るなどの工夫をして
ほしかった。

会議の回数について
は、定期的に行われて
おり、しかも傍聴数が多
いので、市民の関心の
高いものであることがわ
かる。行政経営という視
点のため公募委員がい
ないと思われるが、会議
の周知場所につては基
準の図書館を満たしても
らいたい。

本事業は専門性が高いと
はいえ、市民にとって「こ
れからの白井の行財政を
どうするか」は非常に関
心があること。しかし審議
会は専門家だけで構成さ
れ、市民の意見は反映さ
れなかった。
平日夜間開催の審議会
に、毎回多数の市民が傍
聴した。直接、意見聴取
する機会を設けるべき
だったと考える。
市民参加の手法が採られ
ることなく、事業終了と
なってしまったのは納得
できない。

コメント コメント コメント コメント

審議会の
設置

公募委員募集はなし
　理由：専門家の視点で議論をするため
1.委員5名のうち市民公募委員はなし
2.市民公募無しのため、応募数無し
　委員の男女比は男性4名、女性1名
3.会議は12回開催(主に平日夜)、全て公開で実施
4.会議は市HP、情報公開コーナーで事前周知
5.会議録は逐語訳を情報公開コーナー、市HP、図書館、担当課
窓口で公開

２の公共施設等総合
管理計画策定事業同
様、市民が審議会に
入っていないのにこ
の場に出てくるのは
会議や会議録を公開
しているからだろうか
だとすると、どれだけ
見学者や閲覧回数が
大事になってくると思
う。

・行財政の運営にかかわる会議であり、学識有識者による会議は
止むを得ないと思うが、　市内在住の者にも専門的知識を有する
者が居ると思うので、当該会議を設置する前に、　公募委員を募
集し、応募者ゼロを確認した上で、有識者会議に切り替えても良
かったのではないか。
・２７年４月に事業を開始して以来、１年以上も過ぎた時点(１回～８
回)でもガイダンス的なことをやっている。事務局の事前説明の不
足か、委員方の白井市の財政事情や行政施策の現状などについ
ての理解不足と云うことなのか。
・会議回数の多い割には、本来検討審議すべき内容が少ない。会
議の名称を準備委員会として公募市民も加えて改組しても良いの
ではないか。
・当該会議の委員である沼尾教授の著書によれば、行政経営とは
「行政の効率化・活性化を意図し民間企業で行われている経営理
念、手法等を行政現場に応用しようとする発想」であるとしている。
白井市の財政のひっ迫化を考えると、それも行財政の運営の一視
点と云えるが、行政には民間企業のような効率化、経済性と云っ
た企業経営的概念に当てはまらない非生産性、被経済性の弱者
救済のセーフティーネットに関わる行政も存在する。当該会議にも
広範な意見を取り入れて検討審議する必要があろう。その意味で
有識者だけの会議である必要はなく、審議検討の結果について広
く市民の合意形成を図る意味でも公募委員を含む会議とすべきで
はなかったか。
・専門家のみの有識者会議は、市民参加の会議とは言い難い。

コメント

市民の意見を反映す
るためにほかの市民
参加の手法を実施す
ることが必要である。

公募枠を設ける（傍
聴者も多い。）

コメント コメント

会議の傍聴者が多く、こ
の事業への関心度の高
さが伺えました。

１． 公募枠を設けない理
由に納得性がない。
専門性が高いが市民にも
有資格者はいる。
３．回数は多く、平日夜間
開催のため傍聴者も多数
４．図書館での事前周知
がない
　　事業の内容からしてセ
ンターなどでも周知する
べき
８． 公表は条例が求める
基準通り
ＨＰでは各回ごとに資料、
逐語録などまとめられて
いるが
１２回の議論の経過を知
ろうとすると大変な労力
がいる
重要な事柄であり、議論
の経過をわかりやく一覧
化する要あり。

市民の傍聴者数が多
いのは関心の高さを
感じる。

コメント コメント

・当該会議の目的一つに、「白井市公共施設等総合管理計画策
定」があると示されている。当該会議の第９回、１１回～１２回会議
は、開催日時、出席状況、会議のテーマ・審議内容、傍聴者数が
同一であり、上記会議と重複しているのではないか。
・上記会議と当該会議の委員が同一人物であると仮定すると当該
会議の委員は、施設、設備の維持、管理、保全、運営にも専門的
知識を有する者としても委嘱されているはずである。であれば、当
該会議の所掌範疇として審議できるはずである。であるならば、上
記会議は、当該会議の一部として位置づけし、上記会議を廃して
も良いのではないか。
・毎回の会議で傍聴者の多いのは、市民の関心が高い証左、検討
結果で厳しい問題点の指摘や方向性が出ると予想されることを考
えると結果について市民の合意形成を図る意味でも、市民(公募
委員)が入った通常の委員会として運営した方が良かったのでは
ないか。
・議事録に発言者の氏名を記載していることは専門家が専門知識
に基ずしての発言であり妥当と言える。

平成２８年
度に実施し
た市民参加

の手法

コメント コメント コメント コメント



資料２

事　業　名　：　４．白井市地域福祉計画策定事業                             

平均

◎ 94点 ◎ 82点 ◎ 104点 ○ 70点 ◎ 81点 ◎ 99点 ◎ 93点 ◎ 99点 ◎ 106点 92.0

評価

評価項目 配点 実施状況 評点 コメント 評点 コメント 評点 コメント 評点 コメント 評点 コメント 評点 コメント 評点 コメント 評点 コメント 評点 コメント

実施した市民
参加の数 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15.0

選択した市民
参加の手法 5 5 4 5 2 4 5 5 5 5 4.4

意見の取り扱い・
公開方法 5 4 4 5 2 3 3 5 5 4 3.9

市民参加の取り
組み・積極性 5 5 4 5 2 3 5 5 4 5 4.2

基準 基準 基準 基準 基準 基準 基準 基準 基準 基準 基準

10 10 5 8 8 7 10 10 9 10 8.6

水準 水準 水準 水準 水準 水準 水準 水準 水準 水準 水準

10 6 5 8 3 4 8 5 5 9 5.9

合計 合計 合計 合計 合計 合計 合計 合計 合計 合計 合計

20 16 10 16 11 11 18 15 14 19 14.4

基準 基準 基準 基準 基準 基準 基準 基準 基準 基準 基準

10 9 7 10 10 9 10 10 10 10 9.4

水準 水準 水準 水準 水準 水準 水準 水準 水準 水準 水準

10 9 5 10 8 5 10 8 8 10 8.1

合計 合計 合計 合計 合計 合計 合計 合計 合計 合計 合計

20 18 12 20 18 14 20 18 18 20 17.6

基準 基準 基準 基準 基準 基準 基準 基準 基準 基準 基準

10 8 9 10 8 8 8 10 10 10 9.0

水準 水準 水準 水準 水準 水準 水準 水準 水準 水準 水準

10 9 10 10 6 7 8 6 9 10 8.3

合計 合計 合計 合計 合計 合計 合計 合計 合計 合計 合計

20 17 19 20 14 15 16 16 19 20 17.3

基準 基準 基準 基準 基準 基準 基準 基準 基準 基準 基準

10 6 6 8 4 7 7 7 8 7 6.7

水準 水準 水準 水準 水準 水準 水準 水準 水準 水準 水準

10 8 8 10 2 9 10 7 11 11 8.4

合計 合計 合計 合計 合計 合計 合計 合計 合計 合計 合計

20 14 14 18 6 16 17 14 19 18 15.1

総合評価点

委　員　氏　名

審議会では時間的に
活発な意見が出され
たとは感じないが、
様々な方法で市民の
中に入り意見を聞く機
会を持つ努力をして
いることを評価する。

・市民参加の方法、進め方については、
基準に従がって実施されている。意見交
換会や福祉団体ヒヤリング等を行い、市
民参加への工夫がされている。
・「地域福祉計画案」についての審議で
は、第２回会議(９月２７日)に計画案の
骨子案を第３回会議(１１月２４日)には計
画素案が審議対象となっていた、しか
も、検討時間も　短い。このスケジュー
ルでは予め事務局で作られた事務局案
を追認するだけのように思　えてならな
い。これでは市民の意見を反映する余
地がなく、そもそも期待していなかったよ
うにも思える。

　審議会やパブリックコメントだけで
なく、意見交換会、関係団体とのヒ
アリングなど、全体として、充実した
市民参加がなされ、その意向の反
映に努めたと見受けられる。
　他方、やや疑問に感じたのは、公
募委員が２名と少なく、福祉で担う
ことが多い女性委員が２名など、関
係者中心の中で肩身が狭い思いを
したのではないかとの危惧をもっ
た。
　また、審議会の委員に任命され
て、第１回の会議が２年後というの
は理解できなかった。

意見交換会やヒアリ
ングを複数回開催し
ている事は評価でき
る

H28.2.16～3.22　福祉関係団体ヒアリング
H28.5.14～6.12 白井市地域福祉計画策定勉強会・意見交換会
を実施
H28.7.14～H29.2.27白井市地域福祉計画策定等委員会
H29.1.5～1.19　パブリックコメントの実施

第２次福祉計画の策定に
あたっては、関係者を含め
た市民の意見を反映する
こと、またその内容を公表
する必要がある。

各地区で意見交換会
を行っており、７回と
いう回数も評価でき
る。
福祉について広く
知ってもらおうとする
草の根活動に担当者
の努力を感じる。
ただし、パブリックコメ
ント２人から５件、ＨＰ
のアクセス８件と認知
度・関心度の低さも
窺える。

委員会の定数を鑑みれ
ば専門家と女性の参加
があまりにも少ない。
特養・老健などの待機状
況、在宅ケアの現状など
といった資料は策定され
配布・公開されていたの
か。
意見交換会で市の考え
方は公表していないと述
べられているが、これで
は意見交換にならず市
民の一方的な意見発表
の場になってはしない
か。

パブリックコメントについては
よくされている。福祉分野で
はあるが、公募委員も含まれ
ている点で評価できる。しか
し、事前の周知方法に情報
公開コーナーと図書館が含
まれていない点では、今一つ
市民参加の視点を踏まえて
頂きたいと思います。福祉関
係団体のヒアリングについて
は、参加団体は少ないが、そ
の団体に応じた内容を細かく
実施されていることについて
は、担当課の努力が伺える
ので、評価する。

・審議会委員に占める女性比率が１３％と低
い。（事業の性格から女性の視点が、より求
められる。）
・意見交換会が７回実施され多くの市民が参
加した。保健福祉センター以外でも開催して
欲しかった
（関心の高い高齢者の出席の便宜を勘案し
て）。
・福祉関係団体へのヒアリングを１５回も行
い、うち８回は出向いて行うなどの取組みは
評価したい。
・この一連の取組について、全くの一般市民
が知る機会は結果公表をのみ。
　せっかくの取組であり、公表を十分に行って
欲しかった。

審議会の
設置

任期：平成26年7月～平成29年7月
　H26.6.2～6.16　公募委員募集(14日間)
　広報しろい(H26.6.1)、市HP、担当課窓口で周知
1.委員15名のうち2名市民公募委員(男2)
2.応募者4名(男4)から2名選定、基準は公開
選出地域は第一小学校区1名・桜台小学校区1名
　郵便、担当課窓口で受付
3.会議は4回開催(平日日中)、全て公開で実施
4.会議は市HP、情報公開コーナー、図書館で事前周知
5.会議録は要点訳を情報公開コーナー、市HP、図書館で公開

公募委員が少ない
傍聴者が限定される

委員１５名中公
募委員２名は少
ない。
募集期間を延長
するなど図るべ
きだと思う。

パブリック
コメント
(意見公募)
募集

1.H29.1.5～1.19　パブリックコメント募集(15日間)
郵便、FAX、メール、各センター回収箱、担当課窓口で受付
2.素案、目的・案内、意見書を提供
3.担当課窓口、市HP、情報公開コーナー、各センター、図書館で
資料提供
4.広報しろい(H29.1.1)、市HP､情報公開コーナー、各センター、図
書館、担当課窓口で事前周知
5.2人から5件の意見
  H29.3.1　情報公開コーナー、市HP、図書館で結果について公
表

パブリックコメン
ト２名、アクセス
８件、若い世代
の関心が少ない
と言える。

1.公募委員数は条例の基準どおり。しか
し望ましい基準からすると不足。（市民感
覚を大切にする審議会）
2.図書館、情報公開コーナーで応募の周
知がされていない。
3.会議は平日日中であり、傍聴者がほと
んどいない
　会議はが４回は少ないのでは。
4.担当課窓口でなされていない？
　各センターでも周知する必要あり
5.公表は条例基準どおり　ＨＰで見やすく
工夫
　公表が２カ月以内と遅い

会議録は１か月
以内が望まし
い。

・公益団体の代表者とその他の福
祉関係者との区別が不明。
・その他の者が多いが、福祉関係
の各種福祉団体の者が幅広く参加
しており、評価できる。しかし、公募
委員が少ないし女性委員の割合が
少ない。
・その他の者の中から女性委員を
選出する工夫も必要であったと思
う。

1.条例基準どおり。「重要事業」であり３
週館必要。
2. 条例基準どおり.概要版の提供がな
い。検討結果の公表時期なし
3. 条例基準に加え、各センターでも提供
4.. 条例基準に加え、各センターでも事前
周知
5. 資料を提供した各センター、担当課窓
口で公表されていない
 　取扱は原文のまま（項目毎にまとめら
れていない）

意見交換
会の開催

1.H28.5.14～6.12　勉強会･意見交換会を開催(7回)計83名参加
  休日日中に各センターで主に開催、公開で実施。
2.参加者へは資料を配布
3. 市内在住・在勤・在学者を対象
4.広報しろい（H28.4.15）、市HP、各センター、図書館、担当課窓
口で事前周知
5.会議録は要点訳で作成、市HPで公開
　※提出された意見については、計画案への反映を目的としたた
め市の考えの公表はしない。

提出された意見は公
表してもよかったので
はないか。

その他の方
法

1.H28.2.16～H28.8.24
　福祉関係団体ヒアリングを平日に開催（全15回）
2.福祉団体、福祉施設等の福祉関係団体に限定
3.直接各福祉団体へ事前周知
4.会議録は要点訳を市ＨＰで公開
提出された意見に対する市の考え方については、計画書に反映
し、団体へ計画書を送付したため公表しない。
5.各福祉関係団体が抱える現状と課題、今後の方向性、地域福
祉を推進するための考え方などを把握し、次期地域福祉計画に
反映させる。

事前周知は広く行う。

1.実施回数7回、土日休日に開催されて
いる点は評価
　（うち各センター５回実施）
3.
4.情報公開コーナーでの事前周知がな
い
　各センターで事前周知がされている
5.情報公開コーナー、図書館で公表され
ていない
　いつ公表されたのか不明？

・勉強会、意見交換会を開催したの
は、地域福祉に関する基本的、共
通的な知見を得る上で有意義で
あった。また、それぞれの地域が抱
えている問題点、課題をについて
意見交換を行えたことも有意義で
あったと思う。

1. 非公開の理由は理解できる。回数も１
５回と多い。
2. 参加者の資格も理解できる
3. 事前周知されないことも理解できる
4. 結果公開が情報公開コーナー、図書
館でなされていない
公表の日が不明？
5. 取組は評価できる。一般市民が関与
できるのは、ヒアリング結果を知ることの
みであり公表が不十分なことが残念

・福祉団体に対するヒヤリングにつ
いては、対象団体が多分野にわた
り工夫がされているが、それぞれの
ヒヤリング時間が短く、地区社協に
対するヒヤリングでは30分～１時間
程度と短く実質的なヒヤリングが行
われたのか疑問である。
・ヒヤリングは非公開となっている
が、この文面だけでは不都合な点
が記述されておらず、非公開とする
理由となっていない。
・「ヒヤリングは地域住民で構成さ
れた～」とは、どのような人達なの
か、委員とは別の人達なのか？。



資料２

事　業　名　：　５．第１期データヘルス計画策定事業                             

平均

× 26点 × 26点 △ 33点 × 25点 × 21点 △ 30点 △ 36点 × 25点 △ 35点 28.6

評価

評価項目 配点 実施状況 評点 コメント 評点 コメント 評点 コメント 評点 コメント 評点 コメント 評点 コメント 評点 コメント 評点 コメント 評点 コメント

実施した市民
参加の数 15 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5.0

選択した市民
参加の手法 5 3 2 5 4 2 2 5 2 4 3.2

意見の取り扱い・
公開方法 5 3 3 3 2 2 3 5 2 4 3.0

市民参加の取り
組み・積極性 5 3 2 3 2 2 3 5 2 4 2.9

基準 基準 基準 基準 基準 基準 基準 基準 基準 基準 基準

10 6 7 9 7 6 7 10 8 10 7.8

水準 水準 水準 水準 水準 水準 水準 水準 水準 水準 水準

10 6 7 8 5 4 10 6 6 8 6.7

合計 合計 合計 合計 合計 合計 合計 合計 合計 合計 合計

20 12 14 17 12 10 17 16 14 18 14.4

総合評価点

委　員　氏　名

題名からどんな計画
であるのかが見えな
いので市民も関心が
持てないのではない
か。

・専門的な事柄を中心とし
て審議する運営協議会の
メンバーとして専門家の
他に公募委員が入ってい
ることは、広く意見を取り
入れたいということの表
れでもあり評価する。
・事業の概要の欄に「※
市民参加については国民
健康保険運営協議会に
て意見交換を行った」とわ
ざわざ記載することは、
公募委員は、単に意見交
換要員として参加してい
るようにも思える。

審議会も同事業計画のための単
独設置ではなく、国保運営協議会
での意見交換のみで、同協議会も
２年任期で平成２７年４月選任で
あったにもかかわらず、初回会議
は翌年の１６か月後、２日目は約
半年後。
会議録は逐語とあるが、ホーム
ページを見ると上記の会議録はな
く、平成２９年度の１回目の会議録
（要点）だけで、その内容を見ると
「報告⇒異議なし」という形式的な
運営になっている印象を持たざる
を得なかった。

会議録を図書館にも置い
て欲しかった。

H27.4～H29.3国民健康保険運営協議会

保険事業を効率的に
実施するための計画
の策定は重要であ
る。
協議会の公募委員
のほかに、市民の
様々な意見を反映す
るための手法が必要
ではないか。

審議会委員は、各地区
から万遍なく選出され
ており、地域性につい
ても意見交換できてよ
い。
ただし全員が５０歳以
上、若い世代の取り込
みも必要な事業だと思
える。

審議会は、夜間・休
日などの開催を行
なって、働く市民にも
開かれたものではな
くてならない。また、
アンケートやワーク
ショップの開催は検
討しなかったのか。

公募人数等に問題はな
いが、事前周知と結果
公表に図書館が含まれ
ていないのが、非常に
残念である。

市民参加の手法としては審議会のみ。開催
も２回。平日日中開催のせいか傍聴者０。
図書館では募集の周知、会議開催の事前
周知、結果公表も行われていない。
本事業にはテクニカルな面が多いとはい
え、数量計画を実効的に実施していくため
には、市民（被保険者）の自覚と理解が必
要になってくる。
また、国保は特別会計とはいえ白井市の財
政面へ係わりも大きい。

計画策定段階から市民の意見を広く聴くこ
とが必要だったのではないか。

審議会の
設置

H27.2.2～2.16　公募委員募集(14日間)
　広報しろい(H27.2.1)、市HP、情報公開コーナー、担当課窓口で
周知
1.委員10名のうち3名市民公募委員(男2/女1)
2.応募者5名(男4/女1)から3名選定、基準は公表
　地域は第一小学校区1名、清水口小学校区2名
3.会議は2回開催(平日日中)、公開で実施
4.市HP、情報公開コーナー、担当課窓口で事前周知
5.会議録は逐語訳を情報公開コーナー、市HPで公開

公募委員の地
域割合を考慮す
る。
傍聴者が限定さ
れる。
事前周知・結果
公表は広く行
う。

1.条例基準どおり。専門的なので３０％
だが可とした
2.募集周知が図書館でなし
　男２女１　ニユータウン地区２在来地
区１とバランスがとれている
3.開催２回で十分な議論ができたか？
平日日中の開催で傍聴者０．
4.事前周知は図書館でなし
5.結果公表は図書館でなし。会議録に
見易い工夫なし。ＨＰで審議会の経過
を見ようとしたが、２８年度分は既にな
し

図書館も市民が
情報を得るため
の大事な場所で
あるので利用し
てほしい。

・議事録で発言者の
氏名を実名で記載し
ているが、事業の性
格を勘案すると著し
いプライバシーの侵
害になることは無い
と思うが、実名の公
表はなるべく避けた
方が良いのではない
か。
・議事録が図書館に
設置されていない。



資料２

事　業　名　：　６．白井市耐震改修促進計画策定事業                             

平均

△ 33点 × 19点 △ 32点 △ 33点 × 23点 △ 31点 △ 34点 △ 33点 △ 36点 30.4

評価

評価項目 配点 実施状況 評点 コメント 評点 コメント 評点 コメント 評点 コメント 評点 コメント 評点 コメント 評点 コメント 評点 コメント 評点 コメント

実施した市民
参加の数 15 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5.0

選択した市民
参加の手法 5 4 1 1 4 2 3 4 2 3 2.7

意見の取り扱い・
公開方法 5 3 2 5 4 3 3 5 5 5 3.9

市民参加の取り
組み・積極性 5 3 1 1 3 2 3 4 2 3 2.4

基準 基準 基準 基準 基準 基準 基準 基準 基準 基準 基準

10 10 5 10 9 8 9 10 10 10 9.0

水準 水準 水準 水準 水準 水準 水準 水準 水準 水準 水準

10 8 5 10 8 3 8 6 9 10 7.4

合計 合計 合計 合計 合計 合計 合計 合計 合計 合計 合計

20 18 10 20 17 11 17 16 19 20 16.4

総合評価点

委　員　氏　名

市民の関心が高い（７７
件アクセス）
市民の実塚な場所に（目
に付く場所）意見を提出
できることで努力を評価
できる。

・当該事業は平成２２年度から開始
し、平成３２年に改修促進計画をまと
めるとしている。
　市民の安全にかかわる重要な事業
であることを鑑みると、目標年次に係
わらず早期に計画をまとめることが肝
要であると思う。今年度はパブリック
コメントの実施だけでよいのでしょう
か。
・事業の実施時期が１２月末から３月
までと実質３か月である。４月～１２月
まではどのような業務を行っていたの
でしょうか。
・提供された資料だけでは、審議会の
存在の有無が分からないが、審議会
があるならば、会議を開催して耐震改
修促進のための前向きな検討をして
も良かったのではないか。

採用した市民参加手法は、パブ
リックコメントだけだが、わずか２週
間の募集期間でアクセスは７７件、
意見も３名１６件、そのうち２件が
採用され修正するという実が上
がっている。
　このように、市民の関心も高い事
業こそ充実した市民参加を願いた
いものだが、何か行わない理由が
あったのだろうか。

パブリックコメントの中に
「素案を修正する意見」が
2件あった事は評価

H29.3.3～H29.3.17 パブリックコメントの募集

市民の関心が高い、
安全・安心なまちづく
りのために耐震改修
促進計画の策定は
重要である。
市民の安全確保のた
めに、さらに施策の
推進と市民に対する
ＰＲの充実を図る必
要がある。

ＨＰのアクセスは７７
件と非常に多い。ま
た意見として伺ったレ
ベルの意見１４件。
市民の関心が高い事
業なので、今後の更
新に期待する。

耐震工学、建設・土
木などのほか防災研
究に精通した専門家
が参加する審議会が
必要ではないか。ま
た、アンケートや市民
説明会などを開催す
べきであろう。

全体的によくされてい
るが、事前周知の取り
扱いに図書館が含ま
れていないのが残念
である。

市の重要施策であり、パブコメ
期間は２週間は短い。長くすれ
ば、さらに傾聴に値する意見が
得られたのではないか。バブコ
メに概要版も必要。公表時期も
示すべき。
　東日本大震災以来、耐震改修
については市民の関心も高い。
専門的、技術的であることは理
解できるが、バブコメ以外にも、
市民の声を聴く手法の実施が
必要だったのではないか。
建築や工学的な知験を有する
市民も　多数いる。

パブリック
コメント
(意見公募)
募集

1.H29.3.3～3.17　パブリックコメント募集(15日間)
　郵便、FAX、メール、各センター回収箱、担当課窓口で受付
2.素案、目的・案内、意見書を提供
3.担当課窓口、市HP、情報公開コーナー、各センター、図書館
で資料提供
4.広報しろい(H29.3.1)、市HP、情報公開コーナーで事前周知
5.3人から16件の意見
 H29.3.31　情報公開コーナー、市HP、図書館、担当課窓口で結
果について公表

事前周知・結果
公表はさらに広
く行う。

1.募集間２週間。市の「重
要事業」であり３週間必要
2.条例基準どおり.概要版
の提供がない
　検討結果の公表時期が
周知されず
3.提供場所　条例基準どお
り。
　各センターで行われてい
ることは評価したい
4.事前周知が図書館、担
当窓口でない。
5.公表は締切後２週間と早
い。項目毎にまとめてい
る。
　各センターで資料提供さ
れたのに公表されていない
　素案を修正する意見が２
件出された

素案を修正する意見
が反映されてよかっ
た。

・アクセス件数が７７件と市民の
関心が高いことが分る。公募の
仕方が良かったのだと思う。ま
た、採用したコメントを改訂案の
条文中に盛り込でいることに積
極性が感じられる。また、採用し
たコメントの内容を条文の改訂
前、改訂後と対比した形で表示
していることは分かりやすく評価
できる。
・改訂案の策定は、２８年１月の
千葉県の改定に追従して白井市
でも行おうとしたものであり、約1
年も経ってパブリックコメントの実
施を1２月末以降の第４四半期と
は遅いのではないでしょうか。



資料２

事　業　名　：　７．白井市教育大綱策定事業                             

平均

△ 46点 △ 42点 △ 48点 △ 39点 △ 40点 △ 44点 △ 42点 △ 38点 ○ 55点 43.8

評価

評価項目 配点 実施状況 評点 コメント 評点 コメント 評点 コメント 評点 コメント 評点 コメント 評点 コメント 評点 コメント 評点 コメント 評点 コメント

実施した市民
参加の数 15 10 10 10 10 10 10 5 7 10 9.1

選択した市民
参加の手法 5 4 3 2 3 2 2 3 2 4 2.8

意見の取り扱い・
公開方法 5 3 2 2 2 2 2 3 1 3 2.2

市民参加の取り
組み・積極性 5 3 1 2 2 2 3 3 1 3 2.2

基準 基準 基準 基準 基準 基準 基準 基準 基準 基準 基準

10 6 8 6 3 7 7 10 6 8 6.8

水準 水準 水準 水準 水準 水準 水準 水準 水準 水準 水準

10 3 8 6 2 2 3 3 4 7 4.2

合計 合計 合計 合計 合計 合計 合計 合計 合計 合計 合計

20 9 16 12 5 9 10 13 10 15 11.0

基準 基準 基準 基準 基準 基準 基準 基準 基準 基準 基準

10 9 5 10 9 9 9 10 9 10 8.9

水準 水準 水準 水準 水準 水準 水準 水準 水準 水準 水準

10 8 5 10 8 6 8 5 8 10 7.6

合計 合計 合計 合計 合計 合計 合計 合計 合計 合計 合計

20 17 10 20 17 15 17 15 17 20 16.4

総合評価点

委　員　氏　名

情報提供場所に図
書館を利用してほし
い

・法律に基づき設置されて
いる総合教育委員会であ
り、公募委員や市民が参加
していないことは理解できる
が、当該委員会と並行して
説明会、公聴会、意見交換
会などを実施して、市民の
意見、意向が委員会の審議
に反映できる途を講ずる必
要があったのではないかと
思う。
　・教育委員だけで構成され
ている当該委員会は、市民
参加の会議とは認められな
い。

そもそも本事業も、市民参加
を実施した評価対象事業と言
えるのだろうか。
　審議会の市長と教育長・教
育委員の当て職で、会議も大
綱自体も形だけのもので、パ
ブリックコメント（５月の連休挟
む１８日）もアリバイ的に映る
し、アクセスも７件のみで、市
民も意見の出しようがなく応募
ゼロ。
　

審議会の構成委員
が定められているた
め公募委員の募集
無しの上、パブリック
コメントに意見0件
に、市民参加の他の
方法の検討有無

H27.6.26～H28.5.30　 白井市総合教育会議
H28.4.15～H28.5.2　　パブリックコメントの募集

関係法令に基づく教
育大綱の策定は、
地域の教育・芸術及
び文化の振興に関
する施策であり、多
くの市民に関係する
ことから、できる限り
市民の声を直接反
映させるための手法
に取り組む必要があ
る。

法律で定められて
いるため公募委員０
名は致し方ないと云
える。
パブリックコメントも
なく、内輪だけの事
業と思える。
義務教育の子供の
いる世帯の興味関
心がないことが危惧
される。

法律によって本事業
の構成委員は定めら
れているものの、市
民に原案を提示し意
見交換会やアンケー
トなどの市民参加は
可能である。もう少し
市民の意見を聴く機
会をつくるべきでは
ないか。

教育大綱策定に公募委
員が含まれていないの
で、教員OB等を含めた
ことを今後考えてはどう
かと思う。パブリックコメ
ントはよくできており、結
果公表に図書館が含ま
れていないのが残念で
ある。

地方教育行政の組織及び運営に関する法
律第１条の四の５には総合教育会議は・・・
関係者者又は学識経験を有する者から意見
を聞くことができるとある。、「特に広く市民
の意見を反映させる必要のある事業」と市
民参加実施状況調査票にあるのだから、市
民の意見を聴く工夫が必要だった。（市民か
らのヒアリングの場を設けるなど。）
審議会は日中開催のため、傍聴者も少な
かった。
唯一の市民からの意見聴取の手段であった
パブコメも回答０人。期間を長く取れなかっ
た。工
（例えば流山市ではパブコメ期間１カ月を取
り回答者１２人となっている。）
結果的に市民の意見を何ら反映させること
なく、教育大綱が策定された。

審議会の
設置

公募委員募集　→なし
公募無しの理由　→地方教育行政の組織及び運営に関する法
律第１条の４第２項の規定により、総合教育会議の構成委員は
定められているため。

1.委員6名の内市民公募委員なし
2.市民公募無しのため、応募数なし
3.会議は４回開催（平日日中）、全て公開で実施
4.会議は市HP,情報公開コーナーで事前周知
5.会議録は要点訳で情報公開コーナー、市HPで公開

傍聴者が限定
される
事前周知・結果
公表は広く行う

パブリック
コメント
(意見公募)
募集

1.H28.4.15～5.2　パブリックコメント募集(18日間)
郵便、FAX、メール、各センター回収箱、担当課窓口で受付
2.素案、概要、目的・案内、意見書を提供
3.担当課窓口、市HP、各センター、情報公開コーナー、
　各センター、図書館で資料提供
4.広報しろい(H28.4.15)、市HP、情報公開コーナー、各センター、
図書館、担当課窓口、メール配信で事前周知
5.0人から0件の意見
 H29.5.30　情報公開コーナー、市HPで結果について公表

２． ３回目の会議でもう教育大綱案が
出されている。
委員の都合は分かるがせめてこの時ぐ
らいは夜間または休日にするべきで
は。
４．事前周知が図書館、担当課窓口で
なし。
５．結果公表が図書館でなし。
公表方法について　特に見やすくする
工夫もない

会議の時間が
他と比べ短い
ところから報告
で終わっていな
いか

１、パブコメ期間が１８日間。
　　回答も０
５．結果公表が図書館でなし。
　　各センターで資料提供されていたの
に公表されていない

意見を求める
ために期間・周
知方法を努力
していることは
評価できる。

・コメントが無かったの
は、教育大綱について
市民に馴染みが薄い
上、さらに素案の策定
過程が市民に十分に
知らせれておらず、市
民が大綱素案につい
て理解しきれなかった
ためではないか。
・パブリックコメントの募
集は、行政(教育委員
会)側が民意の反映に
も留意している姿勢を
示すためにが形式的
に実施したに過ぎない
のではないか。


